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日本国内の厚生年金保険適用事業所での雇用関係が継続したまま

海外で勤務する場合、出向元から給与の一部(全部)が支払われて

いるときは、原則、健康保険・厚生年金保険の加入は継続します。 

このリーフレットでは、海外勤務者に支払われる給与等が、標準

報酬月額の算定の基礎となる「報酬等」に含まれるのかについて

具体例を示して解説しています。 

 
• 海外法人から支給される給与を報酬等に算入する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※海外勤務者に支払っている報酬が今回示した例に当てはまらない場合は、 

お手数ですが管轄の年金事務所へご相談ください。 

 

 

 

  

国内適用事業所および海外の事業所 
双方から給与等が支給される例 

(「報酬等」に算入しないケース) 

国内適用事業所および海外の事業所 

双方から給与等が支給される例 

(「報酬等」に算入するケース) 

２ページを 
ご覧ください。 

３ページを 
ご覧ください。 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
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●労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、給与明細等に記載があ

るものについては、原則、全て「報酬等」となります。 

●海外の事業所から支給されている給与等であっても、適用事業所(国内企業)

の給与規定や出向規定等により、実質的に適用事業所(国内企業)から支払わ

れていることが確認できる場合は、その給与等も「報酬等」に算入すること

になります。 
 

 

 

 

 

適用事業所(国内企業)の給与規定や出向規定等に海外勤務者に係る定めがなく、 

海外の事業所における労働の対償として直接給与等が支給されている場合は、 

適用事業所から支給されているものではないため、「報酬等」には含めません。 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

上記の場合、適用事業所であるＡ事業所の給与規定に基づきＡ事業所から支給されている 

ものは 40万円であり、Ｂ事業所の給与規定に基づきＢ事業所から支給されている 30万円 

は、適用事業所以外から支払われているものとなるため「報酬等」に含めないことになり 

ます。 

※ 実質的にＡ事業所から支払われていることが確認できる場合は、Ｂ事業所から支給さ

れる給与等も「報酬等」に含めることとなります。 

具体例 

Ａ事業所 

（国内） 
Ｂ事業所 

（海外） 

被保険者 

⇒Ａ事業所の給与規定等に基づき支払われている給与等 40万円が 

「報酬等」になる。 

Ｂ事業所の給与規定等に基づき 

Ｂ事業所から支払われているもの 

・海外基本給･･･････10万円 

・海外住宅手当･････10万円 

・教育費･･･････････ 5万円 

・配偶者語学補助･･･ 5万円 

 

給与等 30万円 給与等 40万円 

Ａ事業所の給与規定等に基づき 

Ａ事業所から支払われているもの 

・基本給･････････20万円 

・海外勤務手当･･･10万円 

・海外別居手当･･･10万円 

 

Ａ事業所に勤務する被保険者が海外の事業所（Ｂ事業所）に転勤となり、Ａ事業所 

およびＢ事業所双方から給与を受けているが、Ｂ事業所から支給される給与はＢ事業

所の給与規定に基づいている場合 

※Ａ事業所との雇用関係は継続しているという前提 

 

国内適用事業所および海外の事業所双方から給与等が支給される例 

報酬等に算入しないケース 
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上記の場合、Ｂ事業所から支給されている給与等 30万円が、Ａ事業所の給与規定や出向

規定等に基づき、実質的にＡ事業所から支払われていることが確認できる場合は、Ａ事業

所から支給される 40万円とＢ事業所から支給される 30万円を合算した 70万円が適用事

業所から支払われている「報酬等」になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考２】 

Ｑ．外貨で給与を支払った場合の取扱いは？ 

Ａ．外貨で給与等を支払う場合は、実際に支払われた外貨の金額を、支払日の外国為替 

換算率で日本円に換算した金額を報酬額とします。 

【参考１】 

Ｑ．国内適用事業所から支払われる給与に渡航費用の精算額が含まれている場合も「報酬等」

に含めることになりますか？ 

Ａ．渡航費用が実費弁償を行ったものであることが確認できれば、「報酬等」には含めま

せん。 

国内適用事業所および海外の事業所双方から給与等が支給される例 

報酬等に算入するケース 

Ａ事業所 

（国内） 

Ｂ事業所 

（海外） 

被保険者 

⇒Ａ事業所およびＢ事業所から支給される給与等の合計 70万円が 

「報酬等」になる。 

Ａ事業所の給与規定等に基づき 

Ｂ事業所から支払われているもの 

・海外基本給･･･････10万円 

・海外住宅手当･････10万円 

・教育費･･･････････ 5万円 

・配偶者語学補助･･･ 5万円 

 

給与等 30万円 給与等 40万円 

Ａ事業所の給与規定等に基づき 

Ａ事業所から支払われているもの 

・基本給･････････30万円 

・海外勤務手当･･･10万円 

具体例 
Ａ事業所に勤務する被保険者が海外の事業所（Ｂ事業所）に転勤となり、Ａ事業所 

およびＢ事業所双方から給与等を受けているが、Ｂ事業所から支給する給与等は 

Ａ事業所の給与規定に基づいている場合 

※Ａ事業所との雇用関係は継続しているという前提 
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【参考３】 

Ｑ．厚生年金保険法における「報酬」とは？ 

Ａ．厚生年金保険制度において、報酬とは、労働者が、労働の対償として受けるすべて 

のものと規定されており、労働の対象として、経常的かつ実質的に受けるもので、 

被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを含有するものとされています。 

また、一定の給与規定等に基づいて使用者が経常的(定期的)に被用者(労働者)に 

支払うものは、報酬に該当することになります。 

雇用契約を前提として事業主から食事、住宅等の提供を受けている場合(現物給与) 

も「報酬等」に含まれることになります。 

 

○「報酬等」に該当するもの 

【例】 賃金、給与、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、 

管理職手当、勤務地手当、休職手当、休業手当、待命手当 

 

○「報酬等」に該当しないもの 

(1)労働の対償として受けるものでないもの 

【例】 傷病手当金、内職収入、労災法に基づく休業補償、解雇予告手当、 

財産収入、適用事業所以外から受ける収入 
 

(2)事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償を受ける場合 

【例】 出張旅費、赴任旅費 
 

(3)事業主が恩恵的に支給するものや、労働の対償として支給されるものであっても、 

被保険者が常態として受ける報酬以外のもの 

【例】 見舞金、結婚祝い金、餞別金、大入袋 

※ 恩恵的に支給されるものであっても労働協約等に基づいて支給されるもので、経常

的（定期的）に支払われる場合は、「報酬等」に該当します。 

 

※上記の【例】、は一般的な場合を想定したもので、名称だけでなく実態に合わせて 

「報酬等」に該当するかどうかの判断を行います。 


